
 

東京都青少年の健全な育成に関する条例の一部抜粋 

 

（都民の申出） 

第４条の３ 都民は、青少年を健全に育成する上で有益であると認めるもの又は青少年の健全な育成を

阻害するおそれがあると認めるものがあるときは、その旨を知事に申し出ることができる。 

 

（優良図書類等の推奨） 

第５条 知事は、次に掲げるもので、東京都規則で定める基準に該当し、青少年を健全に育成する上で

有益であると認めるものを推奨することができる。 

 一 図書類で、その内容が特にすぐれていると認められるもの 

 二 映画、演劇、演芸及び見せもの（以下「映画等」という。）で、その内容が特にすぐれている

と認められるもの 

三 がん具その他これに類するもの（以下「がん具類」という。）で、その構造または機能が特に

すぐれていると認められるもの 

 

（不健全な図書類等の指定） 

第８条 知事は、次に掲げるものを青少年の健全な育成を阻害するものとして指定することができる。 

一 販売され、若しくは頒布され、又は閲覧若しくは観覧に供されている図書類又は映画等で、その内

容が、青少年に対し、著しく性的感情を刺激し、甚だしく残虐性を助長し、又は著しく自殺若しくは

犯罪を誘発するものとして、東京都規則で定める基準に該当し、青少年の健全な成長を阻害するおそ

れがあると認められるもの 

二 販売され、若しくは頒布され、又は閲覧若しくは観覧に供されている図書類又は映画等で、その内

容が、第７条第２号に該当するもののうち、強姦等の著しく社会規範に反する性交又は性交類似行為

を、著しく不当に賛美し又は誇張するように、描写し又は表現することにより、青少年の性に関する

健全な判断能力の形成を著しく妨げるものとして、東京都規則で定める基準に該当し、青少年の健全

な成長を阻害するおそれがあると認められるもの 

三 販売され、又は頒布されているがん具類で、その構造又は機能が東京都規則で定める基準に該当し、

 青少年の健全な成長を阻害するおそれがあると認められるもの 

 四 販売され、又は頒布されている刃物で、その構造又は機能が東京都規則で定める基準に該当し、青

  少年又はその他の者の生命又は身体に対し、危険又は被害を誘発するおそれがあると認められるもの 

２ 前項の指定は、指定するものの名称、指定の理由その他必要な事項を告示することによつてこれを行

 わなければならない。 

３ 知事は、前２項の規定により指定したときは、直ちに関係者にこの旨を周知しなければならない。 
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